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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ６－５１４ 収納棚、載置台（引き戸のみ型）

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ２－３３４ 一 脇机 

Ｄ２－４０ 一 載置台及びワゴンテーブル 

Ｄ２－４１ 一 載置台 

Ｄ２－４１Ａ 一 載置台（テーブル型） 

Ｄ２－４１Ｂ 一 載置台（机型） 

Ｄ２－４１Ｃ 一 載置台（甲板無し型） 

Ｄ２－４１Ｄ 一 載置台（公衆電話置台型） 

Ｄ２－５１０ 一 収納棚等 

Ｄ２－５１１ 一 収納棚 

Ｄ２－５１１Ａ 一 収納棚（一連細身型） 

Ｄ２－５１１Ｂ 一 収納棚（二連中型） 

Ｄ２－５１１Ｃ 一 収納棚（三連以上大型） 

Ｄ２－５１１Ｆ 一 収納棚（正面形状凹凸型） 

Ｄ２－５１１Ｇ 一 収納棚（スタンド型） 

Ｄ２－５１１Ｈ 一 収納棚（円卓型及び円筒型） 

Ｄ２－５１１Ｊ 一 収納棚（隅棚型） 

Ｄ２－５１１Ｋ 一 収納棚（正背面扉付き型） 

Ｄ２－５１１Ｌ 一 収納棚（支柱パイプ型） 

Ｄ２－５１２ 一 押入収納棚 

Ｄ２－５１４ 一 組合せ収納棚 

Ｄ２－５３０ 一 キャビネット等 

Ｄ２－５３１ 一 日用品収納キャビネット 

Ｄ２－５３１Ｃ 一 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付き） 

Ｄ２－５３１Ｇ 一 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 

Ｄ２－５３２０ 一 家庭電化製品収納キャビネット 

Ｄ２－５３２１ 一 音響機器収納キャビネット 

Ｄ２－５３２１Ａ 一 音響機器収納キャビネット（スタンド型及びラック型） 

Ｄ２－５３２１Ｂ 一 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚型） 

Ｄ２－５３２２ 一 テレビ収納キャビネット 

Ｄ２－５３２３ 一 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 

Ｄ２－５３２４ 一 レコードキャビネット 

Ｄ２－５３３ 一 事務所用キャビネット 

Ｄ２－５３３Ａ 一 事務所用キャビネット（床置型） 

Ｄ２－５３３ＡＡ 一 事務所用キャビネット（床置引出し型） 

Ｄ２－５３３ＡＢ 一 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又は扉付き） 

Ｄ２－５３３Ｂ 一 事務所用キャビネット（机上型） 

Ｄ２－５３３ＢＢ 一 事務所用キャビネット（机上型・引出し付き，戸付き又は扉付き） 

Ｄ２－５３４ 一 サイドボード 

Ｄ２－５３５ 一 飾り棚 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ２－１９０ 置物等部品及び付属品 

Ｄ５－１１ 収納棚付き厨房台 

Ｄ５－１２１０ こんろ台 
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Ｄ５－１２２０ 調理台 

Ｄ６－４２ 水切り棚、簡易台等 

Ｄ６－４４０ 整理箱等 

Ｄ６－４４１ 収納かご 

Ｄ６－５５ げた箱等 

Ｄ７－１４０ テーブル、机、カウンター 

Ｄ７－１４１ テーブル、机、カウンター（机上棚と袖引き出し両方なし型） 

Ｄ７－１４２ テーブル、机、カウンター（机上棚付き又は袖引き出し付き型） 

Ｆ２－７１００ 事務用整理保管箱 

Ｆ２－７１４ 情報記録媒体整理保管具 

Ｆ５－２１０３ 商品陳列用具（床置載置台型） 

Ｆ５－２１０４ 商品陳列用具（床置棚型） 

Ｊ７－２４ 医療用保管収納設備具（旧Ｊ７－２４） 

Ｌ３－２２００ 組立て物置 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

食器棚 本棚 整理棚 

音響機器収納キャビネット   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 天板以外の収納部が全て引き戸付き（垂直面に付いたもの）収納空間で床等に設置するもの。 

・ 垂直面に引き戸が付いていれば、収納空間が一つ（ワンボックス状）のものも含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・天板無しや収納空間無しの載置台はＤ６－４３。 

・箱、かご状（空間がワンボックス状）で上面が引き戸状に開閉するものはＤ６－４４台に分類する。 

・ Ｄ６－４台に該当するもの以外の大型の整理用具で、天板、棚板、かご、引き出しのいずれもないものはＤ

６－５００。 

・ 商品陳列用具、商品陳列ケース、冷蔵用ショーケースはＦ５。 

・固定した作業台部分を有する「パソコンラック」はＤ７－１４０～１４２のテーブル・机に分類する。 

・室外に置く物置（＝屋根付き）はＬ３－２２００。 

・パネル型テレビ用脚等のテレビに固着させる脚状のものはＨ７－６２９１またはＨ７－６２９２に分類する。 

・脚がない又は収納空間のない電話台は、壁掛け型、机上に置く載置型、机上または壁面に取付ける載置

型のいずれでも、Ｈ７－４９２０。 

Ｄ2-534 登録 1117027 

サイドボード 

 

Ｄ2-531Ｃ 登録 122284 

レコード用キャビネット 

 

Ｄ2-511Ｂ 登録 1135475 

収納庫 
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Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

・優先関係は、５１０～５１４＜５１５＜５１６＜５１７＜５１８ 

・家庭電化製品収納キャビネットと称するものでも、電気電子機器を構成する各種の機能別パーツユニット

を電気電子機器として機能するようにまとめて収納するための棚状の枠体で専用的形態特徴をもつものは

Ｈ１－０３０。（要検討） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

   

   

   

   

 


